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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザアブレーション手順中に支持面上の試料上の結晶粒上でレーザを位置決めするた
めの方法であって、
　スキャン配置プロセス中に試料に対して複数のレーザ予定位置を含むアブレーションパ
ターンを設定し、
　前記スキャン配置プロセスでは、
　　運動制御システムを用いてレーザスポットに対して前記試料を前記試料上の複数のレ
ーザ予定位置に位置決めし、
　　前記複数のレーザ予定位置のそれぞれに対して位置座標を保存し、
　　前記複数のレーザ予定位置のそれぞれに対するカーネル画像を保存し、
　実験を開始し、
　前記実験を開始する際に、
　　前記複数のレーザ予定位置のうち選択されたものの前記保存された座標に基づいて保
存されたカーネル画像を用いて前記試料に対して前記レーザスポットを現在の位置に位置
決めし、
　　前記現在の位置の現在の画像を前記選択されたレーザ予定位置に対する前記保存され
たカーネル画像と比較し、
　　前記比較に基づいて位置誤差を決定し、
　　前記位置誤差が許容範囲内にない場合に、前記運動制御システムを用いて前記位置誤
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差に基づいて前記試料に対して前記レーザスポットのオフセット移動を行って、前記位置
誤差を補正し、前記比較と決定のステップを繰り返し、
　　前記位置誤差が前記許容範囲内にある場合に、前記選択されたレーザ予定位置上にレ
ーザビームを照射する
方法。
【請求項２】
　前記運動制御システムは開ループシステムであり、
　前記現在の位置は開ループを仮定した補正位置である、
請求項１の方法。
【請求項３】
　前記カーネル画像及び前記現在の画像を前記レーザに対して固定されたカメラにより撮
影する、請求項１の方法。
【請求項４】
　前記試料に対して前記レーザスポットを現在の位置に位置決めするステップは、基準ブ
ランクをサンプリングした後に行われる、請求項１の方法。
【請求項５】
　前記複数のレーザ予定位置のそれぞれに対するカーネル画像を保存するステップでは、
さらに、前記カーネル画像をキャプチャする際に使用される照明レベル、ズームレベル、
又はカメラ特性のうち少なくとも１つを保存する、請求項１の方法。
【請求項６】
　前記試料上にキャリアガスを流し、
　前記レーザビームの照射により前記試料の材料を前記キャリアガス中に浮遊させ、
　前記キャリアガス中に浮遊した前記材料を分析する、
請求項１の方法。
【請求項７】
　前記試料はジルコン結晶を含む、請求項６の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本出願は、2013年３月15日に提出された米国仮特許出願第61/792,016号の利益を主張し
、その開示は参照により組み込まれる。
【発明の背景】
【０００２】
　例えば固体結晶のようなターゲット材料の組成を分析するために、質量分光（ＭＳ）シ
ステム、発光分光（ＯＥＳ）システムなどの分析システムを用いることができる。ターゲ
ットの試料は、エアロゾルの形態でこの種の分析システムに提供されることが多い。エア
ロゾルは、典型的に、試料チャンバ内にターゲット材料を配置し、この試料チャンバ内に
キャリアガスの流れを導入し、ターゲットの一部を粒子の形で放出することによって作り
出される。この放出は、例えば、ターゲットの一部をレーザからの１以上のレーザパルス
でレーザアブレートし、キャリアガス内に浮遊したターゲットから放出又は生成される粒
子を含むプルーム又は蒸気を生成することにより行うことができる。その後、放出された
粒子は、典型的には、流れるキャリアガスに乗り、試料移送管を介して分析システムに移
送される。これらの分析システムは、レーザアブレーション誘導結合プラズマ分光技術（
ＬＡ－ＩＣＰ－ＭＳ）やレーザアブレーション誘導結合プラズマ発光分光技術（ＬＡ－Ｉ
ＣＰ－ＯＥＳ）をはじめとする応用技術を実現する。
【０００３】
　分析レーザアブレーション用途では、実験運転中に繰り返されるべき移動が設定される
スキャン配置プロセスに続いて、実験運転中にＸＹ又はＸＹＺ位置決めシステムによる移
動を繰り返す必要がある。分析レーザアブレーションシステムの利用方法の一例は、ジル
コン結晶粒年代測定である。ジルコン結晶は、ウラン原子とトリウム原子を結晶構造にし
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たものであり、結晶の形成の過程で鉛を強く拒絶する。したがって、ジルコン結晶中に鉛
が存在しているとすればそれは放射性崩壊によるものと推定される。このため、ジルコン
結晶の組成が決まれば、放射性崩壊を介して結晶内でそのような鉛に対するウランの比に
なるのにかかる時間を計算することにより結晶の年齢を決定することができる。
【０００４】
　年代測定に使用されるジルコン結晶粒はその寸法が非常に小さいことが多く、例えば、
１つの粒子のサイズは、結晶粒の輪郭における点の間が20μmから200μmの範囲にあり得
る。結晶内には、ＳＥＭやＸＲＦ又は他の同様のツールを用いて描くことができる可視構
造が存在し得る。一定の分析レーザアブレーション用途においては、これらの可視構造に
よって結晶粒の領域が理想的なものでなくなることがある。このような理由により、ジル
コン結晶年代測定や同様の用途のためのジルコン結晶粒上の望ましいターゲットが非常に
小さくなることがあり、このため、これらの用途では、結晶粒の表面をアブレートする際
に非常に高い精度が必要となり、したがって、非常に高い精度のステージ移動が必要とさ
れる。
【０００５】
　典型的なジルコン結晶粒の年代測定の用途においては、およそ50mm×50mmの領域におよ
そ20～200以上の粒子を含む模範的な試料スライドが用意されることがある。これらの粒
子は自動的にあるいは使用者によりスライド上に置かれる場合がある。粒子は、ランダム
な配置で、あるいは行と列に沿ったような規則的なパターンで配置され得る。さらに、粒
子は、一緒に分析しようとする結晶粒の組によって配置され得る。配置後、試料スライド
上の他の粒子と実質的に同じ平面上に位置する平坦面を有するように粒子が加工され得る
。
【０００６】
　試料スライドが準備された後、試料スライドは分析レーザアブレーション装置の試料チ
ャンバにロードされ、スキャン配置プロセスが行われる。オペレータが、試料スライド上
に、オーバーレイとも呼ばれるパターンスキャンを配置する。これは、パターン形状の仮
想オーバーレイを行うソフトウェアを使うことによりなされる場合がある。このプロセス
中、レーザにより照射される一連のスキャン又は孔の位置が、例えば個々の結晶粒の加工
面上の特定の位置に正確に設定される。これらの設定位置はレーザ予定位置と呼ばれる。
スキャン配置プロセスが完了すると、運動制御システムが、スキャン配置プロセスにより
決定された一連の移動を実行して、所望の時点及びシーケンスでレーザ予定位置のそれぞ
れの結晶粒をアブレートする実験運転が行われる。
【０００７】
　実験の設定の一部として、レーザアブレーション装置の試料チャンバ内には、通常、基
準材料ブランクが例えば主たる実験領域の一方の側から離されて配置される。この基準ブ
ランクは既知の組成を有している。システムは、一連のジルコン結晶粒を分析するように
設定され得る。ジルコン結晶粒のセットとセットの間で、システムは基準ブランク材料を
サンプリングするようにプログラムされる。このように、所定の基準における材料の既知
で再現可能な濃度に対して、例えばＩＣＰ－ＭＳで測定される分析動向を補正することが
できる。
【０００８】
　スキャン配置プロセス中、レーザ予定位置のリストがＸＹステージ座標又はＸＹＺステ
ージ座標として保存される。実験運転中、それぞれのレーザ予定位置に対して、保存され
た座標位置に従って運動制御システムにより試料がレーザに対して移動される。
【０００９】
　実験運転中、運動制御システムは、試料中のセットにおけるジルコン結晶粒上のそれぞ
れ漸増的に設定されたレーザ予定位置について試料スライドをレーザに対して移動させ、
その後、基準ブランクに対して移動させ、次の結晶粒のセットに対して移動させる。結晶
粒間のレーザ予定位置によるそれぞれの大きな移動又は基準ブランクに対するそれぞれの
大きな移動によって、双方向の繰り返し性誤差が生じてレーザビームの位置に対して試料
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スライドがずれてしまう場合がある。大きな30mmの移動は、結晶粒上のレーザ予定位置か
らレーザ焦点位置をずらしてしまう双方向の繰り返し性誤差や正確性の誤差を大きくする
可能性がある。繰り返し性誤差が蓄積すると、レーザが出射されるときまでに試料に対し
てアブレーションパターンが配置される正確性が下がってしまう。場合によっては、レー
ザ予定位置の結晶粒を完全に外してしまい、予定していない位置にレーザが出射される。
予定していない位置へのレーザの出射は実験パスに対するデータを歪曲又は破壊してしま
うことになるので、これは好ましくない。
【００１０】
　20個から200個以上の結晶粒といった、同一の実験運転中にサンプリングされるジルコ
ン結晶の数が多いことがしばしばあるので、実験運転中にオペレータが装置を監視し、試
料上へのレーザビームのシステムレベルでの正確性が低いことを修正することに時間を費
やすことは好ましくない。
【００１１】
　ＸＹＺ位置決めシステムについての従来技術は、開ループ及び閉ループのような運動制
御トポロジを含んでいる。開ループの設計は、ステップモータをベースにすることがあり
、リニア型モータ又はリードスクリュードライブ型の機構を介してステージを正確な量だ
け、例えば、実際のフルステップ範囲の一部だけ移動させることがある。それぞれのステ
ップは、ＸＹ移動が１～２μmのオーダーであり、フルステップごとに２個、４個、８個
、16個、又は32個のマイクロステップによる分割を追加するマイクロステッピングを行う
。このように、ステージ機構の機械的結合により制限はされるが、非常に高い分解能で位
置決めを行うことができる。閉ループは、これにフィードバック機構と、要求された位置
と実際の位置との間の誤差がゼロになるか非常に小さくなるまでその誤差を小さくしよう
とするコントローラトポロジとを加えるものである。これらの解決方法には、より高価な
ステージ及びコントローラを必要とし、実現するのが複雑であるという欠点がある。
【発明の簡単な概要】
【００１２】
　本明細書において例示的に述べられる本発明の実施形態は、概して、スキャン配置プロ
セス中に配置されたアブレーションパターンのカーネル画像だけでなく、レーザ予定位置
に対するＸＹＺステージ座標を保存し、カーネル画像をレーザが照射されるであろう位置
を含むカメラ／顕微鏡の現在の視野の現在の画像と比較することに関するものである。こ
の比較は、大きな誤差を修正するために実験運転中に使用される。より詳しくは、本発明
の実施形態は、ジルコン結晶粒年代測定用の分析システムにおけるレーザに対して試料を
位置決めするための開ループシステムにおいて誤差を補正するためのソフトウェアベース
の画像認識のための装置及び方法に関するものである。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図1は、レーザアブレーション装置の断面図である。
【図２】図２は、ジルコン結晶粒を含む試料スライドを示している。
【図３】図３は、フローチャート図である。
【図４Ａ】図４Ａ～図４Ｃは、スキャン配置ステップ及び実験運転ステップ中のカメラ／
顕微鏡の視野を示すものである。
【図４Ｂ】図４Ａ～図４Ｃは、スキャン配置ステップ及び実験運転ステップ中のカメラ／
顕微鏡の視野を示すものである。
【図４Ｃ】図４Ａ～図４Ｃは、スキャン配置ステップ及び実験運転ステップ中のカメラ／
顕微鏡の視野を示すものである。
【発明の詳細な説明】
【００１４】
　本発明についての以下の説明は、典型的には、特定の構造的な実施形態及び方法を参照
するものである。本発明を特に開示された実施形態や方法に限定する意図はなく、他の特
徴、要素、方法、及び実施形態を用いて本発明を実施できることは理解できよう。本発明
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を示すために好ましい実施形態が述べられるが、これは本発明の範囲を限定するものでは
なく、本発明の範囲は特許請求の範囲によって画定されるものである。当業者であれば、
以下の説明について種々の等価な変形例を把握するであろう。様々な実施形態における同
様の要素は、ともに同様の参照番号を用いて参照される。
【００１５】
　図１は、レーザアブレーション装置100の断面図を示している。レーザアブレーション
装置100は、レーザ101と、レーザ101に対して固定されたカメラ／顕微鏡102と、試料チャ
ンバ103と、レーザ101及びカメラ／顕微鏡102に対して試料チャンバ103の移動を制御する
運動制御システム104とを含んでいる。分析を始めるために、試料スライド105が試料チャ
ンバ103内に置かれる。試料チャンバは、キャリアガスの流入を許容する入口管106と、キ
ャリアガスの流出を許容する試料移送管107とを含んでいる。試料チャンバ103内には、試
料スライド105と別体又は一体であり得る基準ブランク108が置かれている。
【００１６】
　図２は、試料スライド105とスライドの表面の一部の拡大図210を示すものである。試料
スライド105の表面には複数のジルコン結晶粒202がある。実施形態においては、それぞれ
の結晶が平坦面204を有するように加工される。
【００１７】
　本発明の実施形態は、実験運転中にレーザビームに対して試料をずらす傾向にある誤差
を補正するためのソフトウェアベースの画像認識を含んでいる。実施形態においては、こ
れは、スキャン配置プロセス中に運動制御システムのステージをアブレーションパターン
セットのレーザ予定位置に正確に移動することによりなされる。この正確な移動は、スキ
ャン配置プロセス中にカーネル画像（kernel image）として保存された画像を、カメラ／
顕微鏡の視野の現在位置の画像と比較し、補正のための移動を計算することにより実現さ
れる。
【００１８】
　実施形態においては、カーネル画像と組み合わされたＸＹＺ位置は、スキャン配置プロ
セス中に設定されたレーザ予定位置に戻る際に生じる移動誤差を補正することにより、ス
キャン配置プロセス中に設定されたレーザ予定位置で正確にレーザを照射することを保証
する。実施形態においては、移動誤差は、カメラ／顕微鏡の視野の半分未満、例えば350
μmであり、これにより、実験運転中にレーザ予定位置がカメラ／顕微鏡の視野に表れる
程度に近づくことが保証される。この現在のカメラ／顕微鏡の視野は、次に、保存された
カーネル画像位置と比較するために用いられ、ＸＹオフセット移動又はＸＹＺオフセット
移動を適用して誤差を補正することができる。
【００１９】
　図３は、実施形態のフローチャート図である。実施形態では、プロセスが開始し（301
）、第１のステップ302では、例えば、パターン形状の仮想オーバーレイを行うソフトウ
ェアを用いて試料上にアブレーションパターンが置かれる。カメラ／顕微鏡102の視野を
用いた仮想オーバーレイソフトウェアによって、ユーザは、結晶粒202を含む試料スライ
ドの一部を見ることが可能となり、結晶粒上の位置に対してレーザ予定位置を設定するこ
とが可能となる。さらに、仮想オーバーレイソフトウェアによって、ユーザは、アブレー
ションパターンを形成する試料スライド105上の複数の結晶粒202上でレーザ予定位置を設
定することが可能となる。結晶粒上のレーザ予定位置を設定する実施形態が、カメラ／顕
微鏡102の視野を示す図４Ａに示されており、十字線及びスポットが視野内に位置したジ
ルコン結晶粒202上で照射されるレーザに対するレーザ予定位置401を表している。この配
置ステップ中に、アブレーションパターンに関するアブレーションパターン情報が保存さ
れる。実施形態では、この情報はＸＹ位置又はＸＹＺ位置を含んでいる。実施形態におい
ては、照射情報及び移動特性が保存される。実施形態では、アブレーションパターンのレ
ーザ予定位置が配置されるか移動された時点のカメラ／顕微鏡の視野の画像が、実験運転
中にレーザをレーザ予定位置に位置決めするために使用される「カーネル」画像として保
存される。実施形態では、さらに保存される情報に、画像をキャプチャする際に使用され
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る照明レベル、ズームレベル、及び／又はカメラ特性が含まれ、これらによって、再び中
心を合わせるステップの間にビデオ状態を完全に再現することができる。
【００２０】
　実施形態では、カーネル画像が保存された後、ユーザは、複数の移動及び／又は配置パ
ターンの実験スキャンの開始を含む残りの実験の設定を続ける（303）。実験運転が開始
されると、次のステップ304では、ソフトウェア又はユーザが試料の第１のレーザ予定位
置への移動を開始する。開ループを仮定したレーザ予定位置の補正位置に到達すると、カ
メラに対する試料の現在の位置に対応するカメラ／顕微鏡の視野のスナップショットが撮
影される（305）。このステップの実施形態が、レーザ予定位置に対応する結晶粒の破線
の輪郭により表されるカーネル画像403と、カメラ／顕微鏡の現在の視野の現在の画像404
とを示した図４Ｂに示されている。図４Ｂに示されるように、位置決め繰り返し性誤差に
よって、カーネル画像403は、カーネル画像403に存在する同じ結晶粒の実線の輪郭により
表される現在の画像404に揃っていない。
【００２１】
　比較ステップ306では、カーネル画像とカメラ／顕微鏡の現在の視野の現在の画像とを
比較することにより、レーザ予定位置と現在のレーザ位置との差が決定される。差が許容
範囲内にあると決定された場合には、補正運動スキームが完了し（310）、差が許容範囲
内にないと決定された場合には、位置誤差が計算され、カメラ／顕微鏡及びレーザに対し
て試料を移動する運動制御システム104に対して１組の補正のための移動が発され、これ
が運動制御システム104により実行される計算ステップ307が実行される。実施形態では、
このステップは、カーネル画像とカメラ／顕微鏡の現在の視野の現在の画像との間の差を
計算するための画像認識アルゴリズムによってなされる。実施形態では、許容範囲を予め
定義してもよく、あるいはソフトウェアにより計算してもよく、あるいはオペレータによ
り設定してもよい。実施形態では、補正のための移動は、位置誤差が許容範囲に入るまで
の一連の移動であってもよい。
【００２２】
　補正のための移動によりステージが位置決めし直されると、現在の位置のスナップショ
ットを撮影するステップ305が繰り返され、カーネル画像からの元々の位置と新しい現在
の位置との間の差が比較される比較ステップ306も繰り返される。
【００２３】
　比較ステップ306において、カーネル画像403とカメラ／顕微鏡の現在の視野の現在の画
像404との間の差が許容範囲内にあるときのプロセス中の任意の時点において、図４Ｃに
示されるように、補正のための運動スキームが完了し（310）、結晶粒上のレーザ予定位
置にレーザが照射される。これにより、結晶粒の試料がキャリアガス中に浮遊することと
なり、ジルコン結晶粒年代測定のような用途のために結晶粒の組成を決定することができ
る分光測定機器において分析される。
【００２４】
　本発明の主な利点は、補正のための運動スキームを適用して、レーザ配置において非常
に高い精度を得ることができ、システムレベルでハードウェアやコストを追加することな
く、同一の開ループＸＹＺステージ制御及び運動システムの仕様を著しく改善することが
できることである。
【００２５】
　実施形態では、実験が行われている間、ＸＹ運動制御システム104は、カメラ／顕微鏡1
02及びレーザ101に対して試料スライド105を移動し、１組のジルコン結晶粒内のジルコン
結晶粒202上のレーザ予定位置401をそれぞれ漸増的に設定し、その後、基準ブランク108
に対して行い、次の組のジルコン結晶粒に戻ってこれを行う。１組のジルコン結晶粒が１
粒子だけを含む例もあれば、１組が２以上の粒子を含む例もある。ジルコン結晶粒上の予
定ターゲット間の移動又は基準ブランクへの移動により、双方向の繰り返し性誤差が生じ
てレーザビーム109の位置に対して試料がずれてしまう場合がある。この双方向の繰り返
し性誤差を補正するために、上記で開示された補正のための運動スキームを使用して、レ
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ーザをスキャン配置プロセス中に設定された予定レーザ位置に確実に照射することができ
る。
【００２６】
　以下の項は、試料上の結晶粒に対してレーザを位置決めすることに関する方法の様々な
例についての態様を述べている。
【００２７】
１．レーザアブレーション手順中に支持面上の試料上の結晶粒上でレーザを位置決めする
ための方法であって、運動制御システムを用いてレーザに対して前記試料を前記試料上の
複数のレーザ予定位置に位置決めし、それぞれのレーザ予定位置に対して位置座標を保存
し、前記レーザ予定位置のうち少なくとも１つに対するカーネル画像を保存することによ
り、スキャン配置プロセス中に試料用のアブレーションパターンを設定し、前記レーザ予
定位置のうち選択されたものの前記保存された座標に基づいて保存されたカーネル画像を
用いて前記試料に対して前記レーザを現在の位置に位置決めし、前記現在の位置の現在の
画像を前記レーザ予定に対する前記保存されたカーネル画像と比較し、前記比較に基づい
て位置誤差を決定し、前記位置誤差が許容範囲内にない場合に、前記運動制御システムを
用いて前記位置誤差に基づいて前記試料に対して前記レーザのオフセット移動を行って、
前記位置誤差を補正し、前記比較と決定のステップを繰り返し、前記位置誤差が前記許容
範囲内にある場合に、前記レーザ予定位置上にレーザビームを照射することにより、実験
を開始する方法。
【００２８】
２．前記運動制御システムは開ループシステムであり、前記現在の位置は開ループを仮定
した補正位置である、第１項の方法。
【００２９】
３．前記カーネル画像及び前記現在の画像を前記レーザに対して固定されたカメラにより
撮影する、第１項又は第２項の方法。
【００３０】
４．前記試料に対して前記レーザを現在の位置に位置決めするステップは、基準ブランク
をサンプリングした後に行われる、第１項、第２項、又は第３項の方法。
【００３１】
５．前記レーザ予定位置のうち少なくとも１つに対するカーネル画像を保存するステップ
では、さらに、前記カーネル画像をキャプチャする際に使用される照明レベル、ズームレ
ベル、又はカメラ特性のうち少なくとも１つを保存する、第１項、第２項、第３項、又は
第４項の方法。
【００３２】
　例示によって、また特定の実施形態との関係で本発明を説明したが、本発明は開示され
た実施形態に限定されてないことは理解されよう。それとは反対に、本発明は、当業者に
とって明らかな様々な改良及び同様の構成をカバーすることを意図している。したがって
、添付した特許請求の範囲は、そのような改良及び同様の構成のすべてを包含するように
最も広く解釈されるべきである。
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